
公職選挙法第95条の２新第４項における 
「当選人となるべき順位」について 

 

【名簿登載例】 

 全ての重複立候補者を１位に登載する。その際に、それらの 

重複立候補者を第１群、第２群及び第３群にグループ化する。 

名簿順位 名簿登載者 

１位 

第１群 
 

① Ａ 

② Ｂ 

③ Ｃ 

④ Ｄ 
 

第２群 
 

① Ｅ 

② Ｆ 

③ Ｇ 

 
 

第３群 
 

① Ｈ 

② Ｉ 

 

 
 

 

 

【当選人となるべき順位】 

当選人と 
なるべき 

順位 

特定割合 
順位 

優先割当 
順位 

名簿 

登載者 

１ ① １ Ａ 

２ ① ２ Ｅ 

３ ① ３ Ｈ 

４ ② １ Ｂ 

５ ② ２ Ｆ 

６ ② ３ Ｉ 

７ ③ １ Ｃ 

８ ③ ２ Ｇ 

９ ④ １ Ｄ 

 

特定割合順位(＝群内順位)[○数字]が異なる名簿登載者間にお

ける当選人となるべき順位は、特定割合順位(＝群内順位)[○

数字]に従って優劣を定める。（第 95 条の２新第４項第２号） 

特定割合順位(＝群内

順位)[○数字]が同じで

ある名簿登載者間に

おける当選人となる

べき順位は、グループ

に付された優先割当

順位[□数字]に従って

優劣を定める。（第 95

条の２新第４項第１号） 
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